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☎～ご
み 

分
別
す
れ
ば
資
源
～

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す
！

最
近
町
内
で
不

法
投
棄
が
さ
れ
て

い
る
と
の
連
絡
を

受
け
ま
す
。

不
法
投
棄
は

「
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
」
で
禁
止

さ
れ
て
お
り
、
罰

則
と
し
て
、
5
年

以
下
の
懲
役
若
し
く
は
1
千
万
円
以
下

（
法
人
の
場
合
は
3
億
円
以
下
）
の
罰
金

ま
た
は
併
科
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

夏
の
電
力
需
給

見
通
し
に
つ
い
て

関
西
電
力
管
内
の
電
力
受
給
見
通
し
で

は
、
皆
様
に
無
理
の
な
い
節
電
に
協
力
を

頂
け
れ
ば
安
定
供
給
を
出
来
る
見
通
し
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
気
温
の
急
上
昇
に
よ

る
電
力
需
要
の
急
増
や
発
電
所
の
ト
ラ
ブ
ル

等
、
不
足
の
事
態
に
よ
り
電
力
供
給
が
逼
迫

す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
夏

も
無
理
の
な
い
範
囲
で
引
き
続
き
節
電
・
省

エ
ネ
に
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
ら
の
物

は
専
門
業
者
か
中
間
処
理
業
者
に
処
理
を

委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

●
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
該
当
品（
テ
レ
ビ
・

冷
蔵
庫
・
エ
ア
コ
ン
・
洗
濯
機
・
衣
類
乾

燥
機
）
●
農
業
用
資
材
（
マ
ル
チ
シ
ー
ト

や
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
資
材
、
肥
袋
、
農

薬
の
ビ
ン
や
袋
、薬
散
ホ
ー
ス
、防
風
ネ
ッ

ト
、
田
の
波
板
な
ど
）
●
産
業
廃
棄
物
●

建
築
用
廃
材
●
自
動
車
、
単
車
の
本
体
及

び
部
品
●
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
製
品（
塩
ビ
管
、

ト
ユ
な
ど
）
●
ワ
イ
ヤ
ー
及
び
ロ
ー
プ
●

網
類　

等

盆
前
に
お
け
る

し
尿
収
集
に
つ
い
て

盆
前
に
は
し
尿
の
汲
み
取
り
が
大
変
混

雑
し
ま
す
。
盆
ま
で
に
し
尿
の
汲
み
取
り

を
希
望
さ
れ
る
方
は
、17
日（
水
）ま
で
に
、

左
記
の
し
尿
収
集
業
者
に
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

※
7
月
17
日（
水
）
を
過
ぎ
る
と
盆
ま
で

に
汲
み
取
り
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

※
盆
の
収
集
業
務
は
、
8
月
13
日（
火
）

～
8
月
18
日（
日
）
ま
で
休
業
し
ま
す
。

■
吉
備
・
金
屋
地
区

上
田
衛
生　

☎
5
2
―
4
5
8
2

武
田
清
掃　

☎
3
2
―
2
3
9
1

■
清
水
地
区

武
田
清
掃　

☎
3
2
―
2
3
9
1

環
境
セ
ン
タ
ー
か
ら
処
理

で
き
な
い
物
に
つ
い
て

環
境
セ
ン
タ
ー
で
は
次
の
よ
う
な
も
の

は
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
決

し
て
町
が
収
集
す
る
ご
み
と
し
て
出
さ
な

環境センターが処理出来ず
に町が引き取った物
・マルチシート（右上）
・農業用ホース（右下）
・網（左上）
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